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北杜市立甲陽病院売店運営業務に関する公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

北杜市立甲陽病院（以下「病院」という。）は、病院利用者等の利便性向上を

図ることを目的に、公募型のプロポーザルを実施する。 

 

２ 選定方法 

 公募型プロポーザル方式により優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。 

 

３ 公告 

 北杜市公告規則（平成１６年北杜市規則第１号）による公告及び北杜市ホー 

ムページにより周知。 

 

４ 業務の概要 

（１）業務名  北杜市立甲陽病院売店運営業務 

（２）業務場所 北杜市立甲陽病院１階 

設置面積 本館１階 ３１．８５㎡（床面積）  

（３）業務内容 北杜市立甲陽病院の指定場所を使用し、売店の管理運営を行 

     う。 

（４）使用形態 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項 

    の規定に基づく、行政財産の目的外使用による使用許可による。 

（５）使用期間 令和３年 6月１日から令和８年５月３１日まで 

 

５ 参加資格要件 

 プロポーザルに参加できる者は、次に掲げるすべての要件を満たしている者

とする。 

（１）売店を運営できる法人、個人事業主又は複数の事業者で構成される事業

者連合体（以下「事業者」という。）とする。また、事業者連合体で応募

の場合は、代表者を定めること。 

（２）売店運営にあたり、食品衛生法（昭和２２年法律２３３号）、医療機器販

売等に関する関係法令等の規定に基づく許可等（届出を含む。）が必要な

場合は、営業開始までに確実に取得できる者であること。 

なお、事業者連合体で応募の場合は、構成事業者のうち１者以上が満たし

ていること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者。 

（４）日本国内に本社、本店又は活動拠点を置いていること。 

別紙２ 
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（５）国税及び地方税の滞納がないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立

て又は民事再生法（平成１１年法律第２５５号）に基づく民事再生手続き

開始の申立てがなされている者（手続き開始の決定を受けた者を除く。）

でないこと。 

（７）暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第４号に規定する指定暴力団連

合、同条第６号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難され

るべき関係を有する者でないこと。 

（８）県内において、過去３年間において食品衛生法に違反したとして行政処

分を受けた者でないこと。 

（９）印鑑証明書、履歴事項全部証明書及び納税証明書の提出が可能な者。 

（１０）北杜市プロポーザル方式の実施に関する事務処理要領（平成２４年北杜

市告示第１号）第４条の規定に該当する登録事業者及び同条ただし書に

よる者とする。ただし、未登録事業者の参加については、本業務において

のみ認める。 

 

６ 運営基本条件 

  運営基本条件は、次に掲げるとおりとするが、企画提案書における事業者の

提案事項とする。 

（１）営業日及び営業時間 

月曜日～金曜日 午前９時から午後４時まで 

土曜日     午前９時から午後１時まで 

（２）営業開始日   令和３年 7月１日（木）とする。ただし、当該日前に 

   営業開始できる場合は、この限りでない。 

 

７ 参加手続き 

本件プロポーザルに参加する者は、次により書類を提出すること。 

（１）受付期間    令和３年３月２６日（金）から４月２２日（木）まで 

（２）参加申込方法  参加資格要件を満たし、事業の選定を希望する事業者 

           は、「北杜市立甲陽病院売店運営業務に関する公募型プ

ロポーザル参加申込書」（様式第１号）により、郵送又

はＦＡＸで担当部局まで提出する。 

※ＦＡＸ送信後、電話連絡にて担当部局に確認するこ 

と。 

（３） 上記５の参加資格要件(１０)の場合、北杜市の令和３・４年度入札参加

者名簿（物品・役務提供）に登載されていない事業者にあっては、競争入
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札参加資格審査申請と同様の書類を提出することにより、本業務につい

てのみ参加を認める。 

なお、正本１部を「北杜市立甲陽病院売店運営業務に関する公募型プロポ

ーザル参加申込書」と一緒に提出するものとする。 

（４）申込書提出期限 令和３年４月２２日（木）午後５時必着 

 

８ 現地説明会 

  参加申込書が受理された者のうち、現地説明を希望する事業者に対して業

務に係る現地説明会を次のとおり実施する。 

（１）申込期間 令和３年３月２６日（金）から３月３１日（水）まで 

（２）申込方法 参加希望者は、土日祝日を除く午前８時３０分から午後５時 

までに担当部局に「現地説明会参加申込書」（様式第２号）に

よりＦＡＸで提出すること。 

※ＦＡＸ送信後、電話連絡にて担当部局に確認すること。 

（３）申込期限 令和３年３月３１日（水）午後５時必着 

（４）実施日  令和３年４月５日（月）午後２時から午後３時まで 

 

９ 質問書の提出及び回答 

  本プロポーザルについて質問がある場合は、次により質問することができ

る。ただし、提案書の作成に必要な事項及び本事業の実施に係る条件に限るも

のとし、評価、審査に係る内容など本事業の提案に必要ないと判断される質問

は受け付けない。 

（１）質問方法 質問内容を「質問書」（様式第３号）に簡潔に記入し、担当部 

局にＦＡＸすること。 

  ※ＦＡＸ送信後、電話連絡にて担当部局に到着確認を行うこ 

と。 

（２）質問期間    令和３年４月５日（月）から４月９日（金）まで 

（３）質問書提出期限 令和３年４月９日（金）午後５時必着 

（４）回答方法    「質問書」に対する回答は、受付日の翌日から起算して 

  ３日以内（土日祝日を除く。）に市ホームページへ掲載

する。 

 

１０ 企画提案書の作成及び提出 

（１）「北杜市立甲陽病院売店運営業務企画提案書」（様式第４号）に必要な書類

を付して提出すること。 

（２）企画提案書には、北杜市立甲陽病院売店運営業務仕様書により以下の項目

を盛り込まなければならない。 
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① 経営の安定、収支見込み 

ア 「客単価」「客数（１日平均）」から月間売り上げ見込み額 

※月間売上見込額＝「客単価」×「客数（１日平均）」×３０日 

イ 人件費、材料費、使用料（光熱水費及び通信費を含む。）、その他費用 

② 経営の実績 

直近の貸借対照表及び損益計算書 

③ 業務を希望する理由 

④ 店舗の運営方針 

「コンセプト」、「サービス水準」、「サービスの特徴」等店舗運営の考えに

ついて 

⑤ 利用者満足度の把握と反映方法 

利用者の満足度調査の実施予定の有無、調査方法、サービスへの反映方法

について 

⑥ 衛生面と安全面の確保 

運営上の衛生面及び安全面の確保に対する取組方針及び具体的な対処方

法について 

⑦ 従業員への指導、管理、教育、接遇体制 

⑧ 営業日と営業時間 

平日、土曜、日曜、祝日、年末年始の営業時間を記載すること。休業日の

場合は、その旨を記載すること。 

⑨ 品揃え、価格及びレイアウト 

ア 主要な商品５０品目について、価格（消費税込）を含めて記載する 

こと。なお、北杜市立甲陽病院売店運営業務仕様書の６（６）①に掲

げる商品については、主要な商品５０品目に含めて記載すること。 

イ レジや陳列棚等のレイアウトを作成すること。 

⑩ 自由提案 

その他、利用者の利便性や満足度向上のため、事業者が自主的に行おうと

するサービスがあれば記載すること。 

⑪ 施設改修等の計画 

開店にあたり施設改修や新たな設備が必要となる場合は、その内容と業

務受託までのスケジュール 

（３）使用料提案書について 

① 「使用料提案書」（様式第５号）で提出し、企画提案書に綴じ込むこと。 

② 提案使用料は、１ヶ月の使用料（消費税抜き。）とすること。 

③ 提案使用料は２７，４２４円／月を基準として記入する 

  こと（１円以上を記入すること。）。 

④ 提案使用料は光熱水費、通信費を含むものとする。 
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（４）提案書の様式 

様式は、Ａ４版とすること。 

（５）提出期間 令和３年４月２３日（金）から４月３０日（金）まで 

（６）提出期限 令和３年４月３０日（金）午後５時必着 

（７）提出先  北杜市立甲陽病院総務課庶務担当 

（８）提出方法 郵送又は持参により提出すること。 

（９）提出部数 １２部（原本１部、写し１１部） 

（１０）提案書を受理した後はその追加及び修正はできない。 

（１１）提案書の作成等に要する全ての費用は提出者の負担とする。 

 

１１ 失格事項 

（１）参加資格要件を満たしていないとき。 

（２）提出方法、提出先及び提出期間に適合しないとき。 

（３）公告及び実施要領等に示された条件に適合しないとき。 

（４）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

（５）許容された表現方法以外の表現が用いられているとき。 

（６）虚偽の内容が記載されているとき。 

（７）委員又は担当部局等関係者に対し、直接的又は間接的に援助を求めたと

き。 

（８）その他審査の公平さに影響を与える行為があったと認められるとき。 

 

１２ スケジュール 

（１）参加申込書提出期限   令和３年４月２２日（木）午後５時必着 

（２）現地説明会申込期限   令和３年３月３１日（水）午後５時必着 

（３）現地説明会       令和３年４月５日（月）午後２時～午後３時 

（４）質問書の提出期限    令和３年４月９日（金）午後５時必着 

（５）質問書に対する回答   土日祝日を除く受付日の翌日から起算して３ 

            日以内 

（６）企画提案書提出期限   令和３年４月３０日（金）午後５時必着 

（７）プレゼンテーション審査 令和３年５月１１日（火）午後１時３０分から 

                       （詳細は後日連絡） 

（８）審査結果通知      令和３年５月１４日（金） 

（９）使用許可に関する手続  令和３年５月１７日（月）～５月２８日（金） 

※日程については、変更する場合がある。 

 

１３ 事業者の選定 

（１）事業者の選定方法 
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事業者の選定は、北杜市立甲陽病院売店運営業務に関する公募型プロポ

ーザル審査委員会にて行う。 

（２）評価については、次の評価基準の配点に基づき評価し、最も優れた提案を

行った事業者を優先交渉権者とし、第２位を次点交渉権者とする。 

【評価基準】 

ＮＯ 評価項目 評価事項 配点 

１ 経営状況 
経営の安定、収支の見込み 

２５点 
経営の実績 

２ 
業務の運営方針及び

手法 

業務を希望する理由、店舗の運営方

針、利用者満足度の把握と反映方法、 

衛生面と安全性の確保 ３５点 

従業員への指導、管理、教育、接遇体

制 

３ 営業日と営業時間 
営業日と営業時間 

２０点 
品揃え、価格及びレイアウト 

４ 自由提案 
事業者が自主的に行おうとするサー

ビス 
１０点 

５ 金額点 「使用料提案書」（様式第５号）による。 １０点 

 合計 １００点 

 

（３）評価点が総得点の５割を下回る場合は、失格とする。 

（４）審査委員会は非公開とし、審査経過の照会に対する回答は行わない。 

（５）プレゼンテーションの実施等 

① 日時 令和３年５月１１日（火）午後１時３０分から 

② 場所 北杜市役所北館３階大会議室 

③ 方法 

ア プレゼンテーションに参加する説明者は３人以内とする。 

イ プレゼンテーションは、提案時間２０分以内、質疑応答１０分以内  

とする。 

   ウ プレゼンテーションの方法は、実施要領の１０（２）①～⑪、使用料

提案書の順に説明すること。 

エ パソコンは提案者が持参すること。スクリーン、プロジェクター、 

ホワイトボードは主催者が準備する。（詳細は後日決定する。） 

 

 

１４ 選定後の手順 
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（１）選定結果は参加者全員に文書で通知する。 

優先交渉権者は、市と業務場所の使用について企画提案書に基づき協議

の上、市の決定を受けることにより使用者となる。ただし、優先交渉権

者と協議が整わなかった場合は、次点交渉権者と協議を進めることとす

る。 

（２）行政財産使用許可は、上記（１）の協議が終了した後に行うものとする。 

（３）行政財産使用許可後において、使用者に本提案における失格事項又は不

正と認められる行為が判明した場合は、使用許可を取り消すことができ

るものとする。 

（４）その他 

① 提出された書類は、本選定以外の目的には使用しない。 

② 提出された書類は、提案者に無断で公表、複製及び使用することはでき

ない。ただし、提出書類は、北杜市情報公開条例（平成１６年北杜市条

例第１２号）に基づき公開する場合がある。 

③ 提出された書類は返却しない。 

④ 市が提出した資料は、無断で公表・使用することはできない。 

⑤ 本プロポーザルに要する一切の費用は、提出者の負担とする。 

 

１５ 担当部局 〒４０８－００３４ 

 山梨県北杜市長坂町大八田３９５４番地 

        北杜市立甲陽病院 総務課庶務担当 

ＴＥＬ ：０５５１－３２－３２２１ 

ＦＡＸ  ：０５５１－３２－７１９１  

 


